
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●生命保険料控除生命保険料控除生命保険料控除生命保険料控除のののの改組改組改組改組    

・生命保険料が改組され、以下（1）～（3）の各保険料控除の合計適用限度額が１２万円とされました。 

平成24年分以降の所得税について適用されます。 

（1）平成24年１月１日以後に締結した保険契約等に係る控除（新契約） 

  （2）平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除（旧契約） 

  （3）新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算 

参考資料参考資料参考資料参考資料））））「「「「所得金額所得金額所得金額所得金額からからからから差差差差しししし引引引引かれるかれるかれるかれる金額金額金額金額((((所得控除所得控除所得控除所得控除))))（（（（国税庁国税庁国税庁国税庁ホームページホームページホームページホームページ））））    

    → http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 

●●●●給与所得控除給与所得控除給与所得控除給与所得控除のののの改正改正改正改正    

・平成25年分以降の所得税から、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、

245万円の上限が設けられました。この改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表（月額表（所法別表第二）及び日

額表（所法別表第三））、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表（所法別表第四）及び年末調整等のための給与所

得控除後の給与等の金額の表（所法別表第五）などについて所要の改正が行われました。この改正は平成25年1月

１日以後に支払うべき給与等について適用されます。 

●●●●退職所得課税退職所得課税退職所得課税退職所得課税のののの改改改改正正正正    

・平成25年分以降の所得税から、その年中の退職手当等のうち、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、退職

手当等収入金額から退職所得控除額を控除した残額（改正前：残額の２分の１）とされました。これに伴い、退職

所得の源泉徴収票の記載事項等が改正されます。 

●●●●退職所得退職所得退職所得退職所得にににに係係係係るるるる個人住民税改正個人住民税改正個人住民税改正個人住民税改正についてについてについてについて    

・平成23年度税制改正法（地方税）により 

（1）退職所得に係る個人住民税の10%税額控除が廃止されます。 

（2）特定役員退職手当に係る退職所得の計算について、退職所得控除後、２分の１とする措置が廃止されます。 

 この改正は、平成25年分以後に支払われるべき退職所得等について適用されます。 

●●●●復興特別所得税復興特別所得税復興特別所得税復興特別所得税のののの創設創設創設創設    

・平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法

(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。個人の方で

所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。 

 

参考資料参考資料参考資料参考資料）「）「）「）「    復興特別所得税復興特別所得税復興特別所得税復興特別所得税のののの源泉徴収源泉徴収源泉徴収源泉徴収のあらましのあらましのあらましのあらまし（（（（国税庁国税庁国税庁国税庁ホームページホームページホームページホームページ））））    

    → http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf 

 

 

｢法定調書顧問｣ 平成 24 年度 

年末調整対応版 概要(Ｖｅｒ.H24.1) 

2012 年 11 月下旬リリース予定 

Ver.Ｈ23.10 以降 

主主主主なななな税制改正税制改正税制改正税制改正のののの内容内容内容内容についてについてについてについて 

電子申告更新用プログラム 

（法定調書電子申告対応） 

2013 年 1 月上旬 予定  

平素、弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうござ

います。標記の件につきましてご案内申し上げます。 

よろしくご査収のほどお願いいたします。 

なお、当内容は、予告なく変更されることがあります。 

あらかじめご了承ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●税制改正税制改正税制改正税制改正にににに伴伴伴伴ううううシステムシステムシステムシステムのののの変更内容変更内容変更内容変更内容    

■ 各種申告書各種申告書各種申告書各種申告書・・・・帳票帳票帳票帳票のののの変更変更変更変更へのへのへのへの対応対応対応対応    

保険料控除等申告書／給与支払報告書／源泉徴収票／配当等の分配の支払調書 

    

■■■■年末調整年末調整年末調整年末調整／／／／一覧入力一覧入力一覧入力一覧入力におけるにおけるにおけるにおける保険料等申告書保険料等申告書保険料等申告書保険料等申告書のののの入力変更入力変更入力変更入力変更    

・生命保険料控除欄や保険料等欄の入力が変更になります。 

※平成23年度版で年末調整／一覧入力の「保険料控除等申告書の設定」画面の内容を事前入力した場合、生命保険料 

控除に設定された内容はすべてバージョンアップにより旧契約の保険料として判定され、バージョンアップ後に 

新・旧区分の見直しをする必要があります。介護医療保険は事前入力することはできません。 

    

●●●●そのそのそのその他他他他のののの主主主主ななななシステムシステムシステムシステムのののの変更点変更点変更点変更点 

【【【【セットアップセットアップセットアップセットアップ】】】】    

・ネットワーク上でのプロダクトＩＤの重複チェックが追加されます。 

【【【【辞書更新辞書更新辞書更新辞書更新】】】】        

・郵便番号辞書、市町村辞書を更新します。 

【【【【年末調整年末調整年末調整年末調整／／／／一覧入力一覧入力一覧入力一覧入力】】】】    

・住宅借入金等「控除の種類」「控除の種類(2回目)」に「認:認定長期住宅」の選択肢を追加します。 

・「家族情報・扶養控除等異動申告書の設定」画面から「職業」列を削除します。 

・ 部門や従業員数の登録がかなり多い会社データでも年調計算の時間がかからないよう対応します。 

（例：部門数250、従業員数1500人で2時間→5分程度まで改善予定） 

【【【【法定調書合計表法定調書合計表法定調書合計表法定調書合計表】】】】    

・「災害者区分：災害者」で登録されている従業員であっても、「(A)俸給,給料,賞与等の総額」「(A)のうち丙欄適用の日雇

労働者の賃金」「(B)源泉徴収票を提出するもの」欄の集計対象となるよう対応します。 

・「税理士番号」欄について、０から始まる税理士番号の入力を可能とします。 

・A4 白紙印刷の「6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表(314)」の「あっせん手数料」

を「あっせん手数料等」に変更します。 

【【【【配当等配当等配当等配当等のののの分配分配分配分配のののの支払調書支払調書支払調書支払調書】】】】    

「配当等の金額」「源泉徴収税額」が 10 桁入力されている場合も枠内に印字されるよう対応します。 

システムシステムシステムシステムのののの対応対応対応対応 

電子申告を行う場合は、電子申告応援をお持ちで、法定調書顧問と電子申告応援がそれぞれ最新版であることが必須

となります。 
    

■■■■２０１２０１２０１２０１3333 年年年年１１１１月公開月公開月公開月公開（（（（２０１２０１２０１２０１3333 年年年年１１１１月上旬月上旬月上旬月上旬    公開予定公開予定公開予定公開予定））））    

Ver.H24.10 で平成 24 年分の法定調書の電子申告を行うためのプログラムです。 

■■■■注意点注意点注意点注意点    

平成 23 年度版で電子申告を行われているお客様が、Ver.H24.10 にバージョンアップを行うと、電子申

告更新用プログラムを適用するまでの期間は電子申告が行えなくなります。特にインターネットダウンロ

ードやマイページから、給与プログラム Ver.H24.10 を早期入手した場合や、法定調書顧問については

Ver.H24.10 へのバージョンアップのタイミングについて注意ください。 

電子申告電子申告電子申告電子申告へのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて 

            

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    


